
京
都
大
学
通
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

（
平
成
十
六
年
達
示
第
百
三
十
六
号
）

京
都
大
学
通
則
（
昭
和
二
十
八
年
達
示
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
中
「
冬
季
休
業

十
二
月
二
十
四
日
か
ら
翌
年
一
月
七
日
ま
で
」
を
「
冬
季
休
業

十
二
月
二
十
七
日
か
ら
翌
年
一
月
四
日
ま
で
」
に
改
め
る
。

第
十
条
第
二
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
、
同
条
第
三
項
を
削
る
。

た
だ
し
、
京
都
大
学
に
お
け
る
学
生
納
付
金
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
六
年
達
示
第
六
十
三
号
。
以
下
第
六
十
七
条
に
お
い
て
「
学
納
金
規
程
」
と
い
う

）
に
定
め
る
も
の
に
つ

。

い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
十
二
条
第
一
項
中
「
期
日
ま
で
」
を
「
入
学
手
続
期
間
内
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
所
定
の
入
学
手
続
期
間
内
に
入
学
を
辞
退
し
、
か
つ
、
申
し
出
た
者
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
五
十
三
条
、
第
五
十
三
条
の
十
五
及
び
第
六
十
五
条
第
二
項
中
「
第
十
一
条
な
い
し
」
を
「
第
十
一
条
、
第
十
二
条
第
一
項
な
い
し
第
四
項
及
び
第
五
項
本
文

」
に
改
め
る
。

、

第
六
十
七
条
中
「
京
都
大
学
に
お
け
る
学
生
納
付
金
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
六
年
達
示
第
六
十
三
号

」
を
「
学
納
金
規
程
」
に
改
め
る
。

）

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
十
六
年
十
二
月
十
五
日
か
ら
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
条
の
改
正
規
定
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。


